
 
 

五 泉 応 援 団 会 則 

 

（名称及び事務局） 

第１条 この会は、五泉応援団と称し、事務局は当分の間五泉市商工観光課内におく。 

 

（目 的） 

第２条 この会は、会員相互の親睦と郷土愛に根づいた郷土との交流を深めるととも

に会員の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 この会は、前条の目的を達成するため役員会の議決により次の事業を行う。 

（１）年１回に親睦を兼ねた総会の開催 

（２）郷土との交流を密にする各種事業の実施 

（３）会報の発行 

（４）五泉市の関係機関が実施する各種イベント等の情報の提供 

（５）会員との連絡及び情報の提供 

（６）前各号のほか、本会の目的達成のため必要な事業を行う 

 

（会 員） 

第４条 この会は、第２条の目的に賛同し、次の各号に該当する者をもって組織する。 

（１）五泉市出身者及びその家族 

（２）五泉市に居住経験のあるもの 

（３）五泉市にゆかりや愛着ある者として会員から推薦があった者であって事務局

が認めたもの 

（４）その他、役員会が認めたもの 

 

（役 員） 

第５条 この会に次の役員をおく。 

（１）会 長      １ 名 

（２）副会長      若干名 

（３）幹事長      １ 名 

（４）幹 事      若干名 

（５）監 事      ２ 名 

    ただし、当分の間各地区の出身者代表の合議制とする。 



 

 
 

（役員の選任） 

第６条 役員は、役員会において指名し総会の承認を得て選任する。 

 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は２年とし再任を妨げない。 

２ 任期に定めがある役員に欠員が生じたときはただちに補充し、その者の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 

（総 会） 

第８条 この会は毎年１回定期総会を開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開く

ことができる。 

 

（会の維持費） 

第９条 この会の維持費は、寄付金およびその他の経費をもって充てる。 

 

（事務局の代表） 

第１０条 事務局の代表は商工観光課長が務めるものとする。 

 

（雑 則） 

第１１条 この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 

 この会則は、平成１２年２月２６日から施行する。 

 この会則は、平成２８年１１月１９日から施行する。 

 この会則は、令和６年１１月９日から施行する。 

 


